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別添Excelデータ（扉円グラフ）のとおり 

令和５年度事業概要

用地関係予算

百万円 ％ 【設定】

1 道路橋梁費 121,011 77.9 77.936 印刷 100％

2 公園霊園費 21,541 13.9 13.873 行高 20×22行

3 河川海岸費 4,467 2.9 2.877 列幅 20×1列 and 10×6列

4 土木管理費 1,144 0.7 0.737 文字 MS P明朝 10pt

5 用地会計 7,107 4.6 4.577 円の直径 20×16行

6 0.0 0.000 ドーナツ穴 40％

7 0.0 0.000 中心の文字 内円に接する正方形

8 0.0 0.000

9 0.0 0.000

10 0.0 0.000

11 0.0 0.000

12 0.0 0.000

計 155,270 100.0

一般会計の計 148,163
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道路橋梁費

121,011万円

（77.9%）

公園霊園費

21,541百万円

（13.9%）

河川海岸費

4,467百万円

（2.9%）

土木管理費

1,144百万円

（0.7%）

用地会計

7,107百万円

（4.6%）

令和５年度
建設局関係予算
のうち用地関係費
155,270百万円
うち一般会計
148,163百万円

総括明細
P.5投資的経費の用地費等
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第５・１図 用地取得の流れ 
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契 約 締 結 

補 償 金 の 支 払 
・土地に関するもの ― 移転登記完了後、原則全額支払 
・物件移転等に関するもの ― 契約締結時８割支払 

物 件 等 調 査 

土 地 評 価 

物 件 移 転 等 

補 償 額 算 定 

収 用 裁 決 申 請 

移 転 促 進 

物 件 移 転 ・ 土 地 の 引 渡 し 

補償金の残金支払 
・物件移転等に関するもの―２割支払 
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補償金支払／供託 
（ 全 額 支 払 ） 

行 政 代 執 行 

生活再建支援 

・貸付金 

・代替地 

・公営住宅あっせん 

期限までに 

土地の明渡しが

なされない場合 

代執行費用の徴収 

補償金提示・契約協議 
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第１ あ  ら  ま  し 
 
１ 概  要 

快適安全な道路、潤いのある河川、緑豊かな公

園などの都市基盤は、人々の暮らしと都市の機能

がバランスよく調和し、活力に満ちた東京となる

よう、着実に整備していく必要がある。 

道路の整備、河川の改修、公園の整備を効果的

に進めていくためには、将来を見据えた計画的・

重点的な用地の取得を行っていくことが求められ

る。 

このため、東京都の道路ネットワークとして重

要な区部の環状道路、多摩地域の南北道路、区部

と多摩地域を結ぶ東西方向の道路や、防災や生活

環境の向上の観点から、重要性・緊急性の高い河

川・公園などの用地取得に、関係権利者の理解と

協力を得ながら積極的に取り組んでいる。 

また、防災都市づくり推進計画で定められた整

備地域を対象に、延焼遮断帯を形成し、「燃え広

がらないまち」を実現するために、主要な都市計

画道路（特定整備路線）の整備に必要な用地取得

を重点的に進めている。 

用地取得に当たっての主な課題とその取組状況

については、次のとおりである。 

 

２ 主な課題 

用地取得においては、マンションなどの共有物

件の増加、単身高齢者の移転先の確保、土地境界

未確定、相続税納税猶予農地の取得や関係権利者

からの要求の多様化などの困難な課題に直面して

いる。 

 また、特定整備路線について、短期間での事業

完了が必要なことから、早期の事業用地確保が最

大の課題である。特に本路線のある木密地域では、

狭小で老朽化した住宅が多く、借地・借家により

権利関係が複雑化しているなど課題が多岐にわた

り、関係権利者との合意形成を速やかに進めるた

めには、生活再建に向けた支援を効果的に実施し

ていくことが求められている。 

 さらに、現場の用地職員については、用地業務

経験の浅い職員の実務能力向上など、人材育成が

課題である。 

 

３ 取組状況 

事業を進める上で、必要な用地の確保は不可欠

であり、徹底した進行管理と用地取得事務の迅速

化、職員のスキルアップを図りながら、効率的・

計画的な用地取得を進めている。 

また、新規の骨格幹線道路、区分所有マンショ

ン及び特定整備路線の用地取得を、（公財）東京

都道路整備保全公社に一部委託することで、その

人材やノウハウを活用し、事業用地の早期確保を

図っている。 

加えて、令和５年度からの３年間を試行期間と

し、数路線において、補償説明を含めた用地取得

事務の一部を民間事業者に委託する取組を実施し

ている。 

平成15年には土地収用適用基準を、「事業認可

の告示後６年を経過し、かつ用地取得率が90％を

超えたとき」から、「事業認可の告示後５年を経

過したとき、又は用地取得率が80％を超えたと

き」に改正した。骨格幹線道路などの重要性の高

い箇所については、平成15年度からこの基準を適

用し、土地収用制度を積極的に活用して、事業の

着実な推進を図っている。 

 さらに、関係権利者の生活再建を支援し、移転

の早期実現を図るため、低利・長期の移転資金の

貸付、代替地のあっせん、公営住宅への入居あっ

せんを三本柱にした生活再建支援制度を活用しな

がら、きめ細かな折衝を行い、事業に対する理解

と協力が早期に得られるように努めている。 

特に特定整備路線については、民間事業者のノ

ウハウを活用した「相談窓口」の設置や優遇金利

による移転資金の貸付などにより、関係権利者の

ニーズに応じて生活再建をきめ細かく支援してい

る。 

また、用地取得の現場では、マンションなど権

利者多数、境界争い、相続未了など困難案件も多

く、それらを解決するためには、補償に関する広

範な知識と高い専門性が求められている。そのた

め、用地職員は短期間のうちに、プロフェッショ

ナルとしての職務遂行能力を身に付ける必要があ

る。ベテラン職員が今まで培ってきた用地取得事

務のノウハウを、若手職員や用地経験が浅い職員

に確実に伝達していくため、実務を中心とした研

修やOJTなどを行い、総合的な人材育成に努めてい

る。 
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第２ 用地取得状況 

用地部用地課 

１ 令和５年度予算の概要 

 令和５年度は約1,448億円の予算を計上し、 

① 主要事業の計画的・重点的な用地取得 

② 事業効果の早期発現に向けた効率的な用地取得 

に取り組んでいる。 

 道路ネットワークとして重要な区部の放射・環

状道路、多摩地域の南北・東西道路などの骨格幹

線道路や、木密地域における特定整備路線、その

他の主要な河川及び公園事業に予算を重点配分す

るとともに、工事に繋がる用地取得に努め、投資

効果の早期発現を目指している。 

２ 用地取得の実績及び予定 

 道路･河川･公園の各事業に係る最近の用地取得

実績（契約ベース）及び令和５年度の用地取得の

予定は、第５・１表（P.137）のとおりである。 

 また、各事業における主要事業箇所の用地取得

状況は、第５・２表（P.138）、特定整備路線の用

地取得状況は、第５・３表（P.139）、主な用地取

得完了箇所は、第５・４表（P.140）のとおりであ

る。 

(1) 道路事業 

 道路は、都民生活を支える最も基礎的な社会基

盤として重要な役割を担っており、交通渋滞の解

消や防災性の向上、環境負荷の少ない都市を実現

する上で、道路整備は非常に重要である。 

 用地取得に当たっては、補償金の不満、代替地

の要求、相続問題、権利関係の争いなど課題があ

るが、その課題の早期解決に努め、関係権利者の

理解と協力を得られるよう取り組んでいる。 

(2) 河川事業 

 河川事業は、下流から工事を施工する必要があ

るため、一般的な用地取得の困難性のほか、順次

下流から用地を取得していかなければならない制

約がある。このため、事前に、問題点を整理し解

決に努めることが、より重要である。 

 着実な用地取得を推進していくために計画・工

事部門と一体となって、事業に対する関係権利者

の理解と協力が早期に得られるように取り組んで

いる。 

(3) 公園事業 

 広い土地を必要とする公園事業にあっては、一

般的に関係権利者の一宅地の全てを取得するため、

住み慣れた地域を離れ、他の地域へ移転しなけれ

ばならなくなる。このため、公園整備事業に対す

る社会的な要望は高いものの、関係権利者から用

地取得への理解を得るのに時間を要することがあ

る。 

 公園用地の取得に当たっては、それぞれの公園

の整備の必要性に応じて、計画的・重点的な用地

取得に取り組んでいる。 
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第５・１表 事業別用地取得実績 

区分 年度 

用地補償 
合計 

(百万円） 面積（㎡） 規模（棟） 

道路 

令和元 94,213 621 75,919 

令和２ 96,660 593 88,897 

令和３ 71,839 420 61,634 

令和４ 62,099 360 47,248 

令和５（当初予算） 164,247 1,406 120,180 

河川 

令和元 31,992 16 1,641 

令和２ 20,015 6 1,565 

令和３ 33,083 18 1,038 

令和４ 70,896 11 966 

令和５（当初予算） 103,533 46 2,590 

公園 

令和元 96,511 59 8,241 

令和２ 84,045 44 7,098 

令和３ 91,053 61 10,730 

令和４ 168,092 82 23,243 

令和５（当初予算） 88,313 142 22,035 

合計 

令和元 222,716 696 85,801 

令和２ 200,720 643 97,560 

令和３ 195,975 499 73,402 

令和４ 301,087 453 71,457 

令和５（当初予算） 356,093 1,594 144,805 

    ※ 用地部用地課所管分（用地会計返還金、都市開発資金再取得を除く） 



－ 137 －

用
　
　
　
地

- 136 - 

 

第２ 用地取得状況 
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状況は、第５・２表（P.138）、特定整備路線の用

地取得状況は、第５・３表（P.139）、主な用地取

得完了箇所は、第５・４表（P.140）のとおりであ

る。 

(1) 道路事業 

 道路は、都民生活を支える最も基礎的な社会基

盤として重要な役割を担っており、交通渋滞の解

消や防災性の向上、環境負荷の少ない都市を実現

する上で、道路整備は非常に重要である。 

 用地取得に当たっては、補償金の不満、代替地

の要求、相続問題、権利関係の争いなど課題があ

るが、その課題の早期解決に努め、関係権利者の

理解と協力を得られるよう取り組んでいる。 

(2) 河川事業 

 河川事業は、下流から工事を施工する必要があ

るため、一般的な用地取得の困難性のほか、順次

下流から用地を取得していかなければならない制

約がある。このため、事前に、問題点を整理し解

決に努めることが、より重要である。 

 着実な用地取得を推進していくために計画・工

事部門と一体となって、事業に対する関係権利者

の理解と協力が早期に得られるように取り組んで

いる。 

(3) 公園事業 

 広い土地を必要とする公園事業にあっては、一

般的に関係権利者の一宅地の全てを取得するため、

住み慣れた地域を離れ、他の地域へ移転しなけれ

ばならなくなる。このため、公園整備事業に対す

る社会的な要望は高いものの、関係権利者から用

地取得への理解を得るのに時間を要することがあ

る。 

 公園用地の取得に当たっては、それぞれの公園

の整備の必要性に応じて、計画的・重点的な用地

取得に取り組んでいる。 
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第５・１表 事業別用地取得実績 

区分 年度 

用地補償 
合計 

(百万円） 面積（㎡） 規模（棟） 

道路 

令和元 94,213 621 75,919 

令和２ 96,660 593 88,897 

令和３ 71,839 420 61,634 

令和４ 62,099 360 47,248 

令和５（当初予算） 164,247 1,406 120,180 

河川 

令和元 31,992 16 1,641 

令和２ 20,015 6 1,565 

令和３ 33,083 18 1,038 

令和４ 70,896 11 966 

令和５（当初予算） 103,533 46 2,590 

公園 

令和元 96,511 59 8,241 

令和２ 84,045 44 7,098 

令和３ 91,053 61 10,730 

令和４ 168,092 82 23,243 

令和５（当初予算） 88,313 142 22,035 

合計 

令和元 222,716 696 85,801 

令和２ 200,720 643 97,560 

令和３ 195,975 499 73,402 

令和４ 301,087 453 71,457 

令和５（当初予算） 356,093 1,594 144,805 

    ※ 用地部用地課所管分（用地会計返還金、都市開発資金再取得を除く） 
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第５・２表 主要事業箇所用地取得状況
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第５・３表 特定整備路線用地取得状況 

 

                                 

第５・２表　主要事業箇所用地取得状況

道路街路事業 （令和５年３月31日時点）

事業区間 延長 事業認可取得 取得率

久我山 杉並区上高井戸二丁目ほか 1,300m 平成17年12月20日 99%

大泉 練馬区大泉学園町二丁目ほか 2,000m 平成18年7月24日 98%

若松 新宿区新宿七丁目ほか 860m 平成22年10月18日 83%

筑土八幡 新宿区箪笥町ほか 830m 平成25年11月25日 32%

早宮・北町 練馬区早宮二丁目ほか 1,330m 平成16年12月28日 99%

板橋区小茂根四丁目ほか 1,970m 平成23年12月1日 85%

曙橋 新宿区舟町ほか 365m 平成11年3月12日 99%

弁天町 新宿区原町一丁目ほか 580m 平成20年12月25日 98%

富久町 新宿区富久町ほか 330m 平成23年2月14日 88%

夏目坂 新宿区若松町ほか 655m 平成30年2月28日 14%

東向島 墨田区東向島四丁目ほか 600m 平成25年6月20日 42%

目白台 新宿区西早稲田三丁目ほか 775m 平成13年5月31日 98%

本駒込 文京区本駒込二丁目ほか 600m 平成26年8月13日 81%

荒川 荒川区荒川一丁目ほか 380m 平成28年2月22日 54%

港南・高輪 港区港南一丁目ほか 1,270m 令和元年7月29日 45%

白金台 港区白金台二丁目ほか 800m 令和2年12月14日 2%

神宮前 渋谷区神宮前三丁目ほか 640m 平成16年3月31日 97%

神宮前Ⅱ期 渋谷区神宮前一丁目ほか 560m 平成28年3月15日 29%

北参道 渋谷区千駄ヶ谷二丁目ほか 900m 平成15年3月5日 99%

Ⅰ期 西東京市富士町一丁目ほか 3,100m 平成12年11月17日 99%

Ⅱ期 西東京市柳沢一丁目ほか 800m 平成14年1月10日 100%

三鷹市野崎二丁目ほか 3,100m 平成14年7月3日 99%

久米川 東村山市久米川町四丁目ほか 1,740m 平成28年3月15日 73%

本町 東村山市本町一丁目ほか 990m 平成25年11月25日 92%

小平市小川町一丁目ほか 1,445m 平成25年7月30日 75%

国分寺市東戸倉二丁目ほか 2,530m 平成19年11月26日 99%

薬師池Ⅰ期 町田市金井一丁目ほか 740m 平成25年3月18日（区域決定） 47%

薬師池Ⅱ期 町田市野津田町ほか 1,040m 平成28年2月17日 30%

本町田Ⅰ期 町田市本町田 860m 平成21年4月16日（事業認定） 99%

本町田Ⅱ期 町田市本町田 640m 平成21年4月16日（事業認定） 99%

河川事業 （令和５年３月31日時点）

事業区間 延長
事業認可取得

河川予定地決定
取得率

練馬区上石神井四丁目ほか 1,400m 平成21年11月25日 56%

西東京市東伏見一丁目ほか 300m 平成25年3月15日 74%

町田市図師町 350m 平成22年8月31日 79%

町田市図師町 520m 平成30年4月16日 61%

公園事業 （令和５年３月31日時点）

事業区間 規模 事業認可取得 取得率

板橋区桜川一丁目ほか 9.2ha 平成8年3月7日 69%

西東京市東伏見一丁目ほか 8.2ha 平成14年1月10日 92%東伏見公園（西東京市）

放射第３６号線ほか１路線

事業箇所

放射第５号線

放射第７号線

放射第２５号線

放射第３５号線

坂下橋下流～柳沢橋上流

宮川橋上流～図師大橋上流

環状第３号線

環状第４号線

環状第５の１号線

調
布
保
谷
線 三鷹３・２・６

石神井川

事業箇所

城北中央公園（板橋区、練馬区）

西東京３・２・６

西東京３・２・６

小平３・２・８

扇橋上流～本立寺橋下流

府
中
・
所
沢
・
鎌
倉
街
道

東村山３・３・８

国分寺３・２・８

主要地方道第１８号
府中町田線

事業箇所

鶴見川
図師大橋上流～日影橋上流
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第５・３表 特定整備路線用地取得状況 

 

                                 

第５・３表　特定整備路線用地取得状況

（令和５年３年31日時点）

事業区間 延長 事業認可取得 取得率

西五反田 品川区西五反田七丁目ほか 1,255m 平成27年1月28日 46%

三宿 世田谷区三宿二丁目ほか 440m 平成20年12月11日 99%

東北沢 目黒区駒場四丁目ほか 550m 平成18年12月15日 98%

大井 品川区大井四丁目 520m 平成27年1月6日 84%

大崎 品川区大崎三丁目 520m 平成26年3月24日 36%

戸越 品川区戸越四丁目ほか 825m 平成26年9月19日 46%

豊町 品川区豊町六丁目ほか 550m 平成26年3月24日 41%

西大井 品川区二葉四丁目ほか 390m 平成26年9月19日 23%

西大井東馬込 品川区西大井五丁目ほか 700m 平成27年1月28日 56%

若林 世田谷区若林五丁目ほか 1,310m 平成27年1月28日 74%

大和町 中野区大和町一丁目ほか 710m 平成25年12月5日 89%

千早 豊島区千早三丁目ほか 460m 平成25年10月28日 94%

南長崎 豊島区南長崎六丁目ほか 320m 平成26年3月24日 80%

池袋本町 豊島区池袋本町二丁目ほか 1,070m 平成27年1月6日 50%

南池袋 豊島区南池袋二丁目ほか 260m 平成17年11月16日 80%

巣鴨 豊島区巣鴨五丁目ほか 930m 平成27年2月24日 34%

上池袋 豊島区上池袋三丁目ほか 640m 平成27年1月6日 72%

池袋本町 豊島区池袋本町三丁目ほか 490m 平成27年1月6日 75%

長崎 豊島区長崎一丁目ほか 1,620m 平成27年1月6日 69%

押上 墨田区押上三丁目ほか 860m 平成24年10月3日 74%

南小岩 江戸川区南小岩五丁目ほか 560m 平成27年1月6日 74%

東小岩 江戸川区東小岩六丁目ほか 620m 平成26年9月19日 76%

平井 江戸川区平井二丁目 490m 平成27年2月24日 100%

上十条 北区上十条二丁目 335m 平成27年2月24日 19%

十条仲原 北区上十条二丁目ほか 560m 平成27年2月24日 23%

赤羽西 北区赤羽西五丁目ほか 1,150m 平成27年2月24日 68%

本木 足立区扇一丁目ほか 840m 平成14年3月27日 98%

関原 足立区関原一丁目ほか 490m 平成3年12月21日 99%

梅田 足立区梅田四丁目ほか 580m 平成12年3月27日 99%

足立 足立区足立一丁目ほか 630m 平成26年9月19日 88%

興野 足立区興野一丁目ほか 350m 平成26年2月7日 93%

補助第１３６号線

補助第１３８号線

補助第９０号線 荒川 荒川区荒川一丁目ほか 1,230m 平成27年2月24日 63%

補助第８６号線

補助第２２７号線

補助第２６号線

補助第７３号線

補助第８１号線

補助第８２号線

補助第１７２号線

放射第３２号線

補助第１４２号線

補助第１４３号線

補助第１４４号線

補助第７３号線

補助第５２号線

事業箇所

放射第２号線

補助第２６号線

補助第２８号線

補助第２９号線
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第５・４表 主な用地取得完了箇所 

区

分 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 

路線名 

（箇所名） 
施行箇所 

路線名 

（箇所名） 
施行箇所 

路線名 

（箇所名） 
施行箇所 

 

道 
 

 
 

 

路 
 

 
 

 

事 
 

 
 

 

業 

一221 成木一丁目 主７ 二宮 国411 駒木 

一162 三ツ木 一128 廻田清水 一216 三根Ⅱ期 

一208 泉津Ⅲ期 一238 梅ヶ谷 一114 下連雀八丁目 

一215 樫立Ⅲ期   
東村山３・４・15の

２ 
上清戸 

青梅３・４・４ Ⅰ期   西東京３・２・６ Ⅱ期 

国分寺３・４・３      

補144 平井     

      

      

      

      

河
川
事
業 

環七地下調節池 急曲線部 空堀川 
神明橋下流～ 

中砂橋上流 
  

三沢川 
新きさらぎ橋～ 

きさらぎ橋上流 
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第３ 用地取得の手順 

用地部調整課 

 道路・河川・公園等の事業に係る用地取得に

当たっては、土地所有者等の権利者の理解と協

力を得て行っている。 

 その手順は、通常次のとおりである。（第

５・１図、P.134） 

(1) 事業説明会 

 事業予定地内の土地等の関係権利者及び地域

の住民に対し、事業計画の概要、事業の進め方、

測量や用地取得の日程等を説明し、事業の実施

について協力をお願いする。 

(2) 測量 

 取得する土地の区域や面積を確定するととも

に、工事設計の基礎資料とするため、公有地と

民有地との境界や民有地と民有地との境界、借

地の範囲等について土地所有者や借地人等の権

利者の立会いを求め、測量を実施する。 

(3) 用地説明会 

 事業区域内の土地所有者等の権利者に対し、

事業の概要、用地取得の手順、補償のあらまし、

生活再建支援制度等について説明し、用地取得

について理解と協力をお願いする。 

(4) 物件等の調査 

 補償対象となる物件等を確認し、正しい権利

者を確定することによって、適正な補償額算定

を行うため、物件等の調査を行う。 

 建物等については、用途、構造、面積及び建

築時期などについて調査し、併せて、所有者、

その他の権利者を確認する。 

  

また、借家人については、その実態を調査し、

営業を行っている者については、その収益等を

調査する。 

この調査は、補償額算定の前提になるため、

権利者の協力を得て、実施している。 

(5) 土地評価・物件移転等の補償額算定 

 土地・物件の補償は、土地・物件の所有者、

その他の権利者に対し個別に行うことを原則と

している。 

 各種調査に基づき、取得する土地の価格を評

価するとともに、建物や工作物、その他の補償

額を算定する。 

(6) 補償金提示・契約の締結 

 取得する土地の面積及び取得価額又は借地権

消滅補償金、移転対象となる物件及びその補償

金、土地引渡し期限等について説明した上で、

関係権利者に個別に金額を提示する。説明の結

果、納得が得られれば契約を締結する。 

(7) 補償金の支払い・土地の引渡し 

 契約に基づき、土地の所有権移転登記を嘱託

し、補償金を支払うとともに、関係権利者が物

件等を移転して、土地の引渡しとなる。 

 

第４ 補     償 

用地部調整課 

 用地の取得補償（損失補償）の内容として、

土地に対する補償、建物や工作物の移転に必要

な移転料及びその他移転により通常生じる損失

の補償などがあげられる。 

 具体的な補償の項目・内容は次のとおりであ

る。 

 

 (1) 土地に対する補償 

項   目 補 償 内 容              
自分の土地を
自ら使用して
いる場合 

土地に借地権等がある場合 

借 地 人 等 土 地 所 有 者 

土地取得価額 

土地は、正常な取引価格で取得する。こ

の価格は、不動産鑑定士の鑑定評価格を基

準とし、相続税財産評価格等を参考として

評価する。 

なお、その土地に借地権がある場合は、

土地所有者と借地人との間で決められた配

分に従って補償する。 

土地取得価額 

全 額 
借 地 権 価 額 

土地取得価額

から借地権価

額を控除した

額 
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第５・４表 主な用地取得完了箇所 

区
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令和２年度 令和３年度 令和４年度 

路線名 
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施行箇所 

路線名 
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施行箇所 
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道 
 

 
 

 

路 
 

 
 

 

事 
 

 
 

 

業 
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２ 
上清戸 
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事
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用地部調整課 
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の住民に対し、事業計画の概要、事業の進め方、
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事業の概要、用地取得の手順、補償のあらまし、

生活再建支援制度等について説明し、用地取得

について理解と協力をお願いする。 

(4) 物件等の調査 

 補償対象となる物件等を確認し、正しい権利

者を確定することによって、適正な補償額算定

を行うため、物件等の調査を行う。 

 建物等については、用途、構造、面積及び建

築時期などについて調査し、併せて、所有者、

その他の権利者を確認する。 

  

また、借家人については、その実態を調査し、

営業を行っている者については、その収益等を

調査する。 

この調査は、補償額算定の前提になるため、

権利者の協力を得て、実施している。 

(5) 土地評価・物件移転等の補償額算定 

 土地・物件の補償は、土地・物件の所有者、

その他の権利者に対し個別に行うことを原則と

している。 

 各種調査に基づき、取得する土地の価格を評

価するとともに、建物や工作物、その他の補償

額を算定する。 

(6) 補償金提示・契約の締結 

 取得する土地の面積及び取得価額又は借地権

消滅補償金、移転対象となる物件及びその補償

金、土地引渡し期限等について説明した上で、

関係権利者に個別に金額を提示する。説明の結

果、納得が得られれば契約を締結する。 

(7) 補償金の支払い・土地の引渡し 

 契約に基づき、土地の所有権移転登記を嘱託

し、補償金を支払うとともに、関係権利者が物

件等を移転して、土地の引渡しとなる。 

 

第４ 補     償 

用地部調整課 

 用地の取得補償（損失補償）の内容として、

土地に対する補償、建物や工作物の移転に必要

な移転料及びその他移転により通常生じる損失

の補償などがあげられる。 

 具体的な補償の項目・内容は次のとおりであ

る。 

 

 (1) 土地に対する補償 

項   目 補 償 内 容              
自分の土地を
自ら使用して
いる場合 

土地に借地権等がある場合 

借 地 人 等 土 地 所 有 者 

土地取得価額 

土地は、正常な取引価格で取得する。こ

の価格は、不動産鑑定士の鑑定評価格を基

準とし、相続税財産評価格等を参考として

評価する。 

なお、その土地に借地権がある場合は、

土地所有者と借地人との間で決められた配

分に従って補償する。 

土地取得価額 

全 額 
借 地 権 価 額 

土地取得価額

から借地権価

額を控除した

額 
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    (2) 物件移転に対する補償 

項 目      補 償 内 容             
自分の建物に住 

んでいる場合 

建物を賃貸借している場合 

建物所有者 借 家 人 

建 物 移 転 補 償 

取得する土地に建物がある場合に
は、その移転等に通常要する費用を補
償する。 
（構造、経過年数、移転工法等により
算定) 

○ ○ ― 

工作物移転補償 

取得する土地に門、塀、庭石等があ
る場合には、その移転等に通常要する
費用を補償する。 
（撤去、運搬、再設置等の費用） 

○ ○ ○ 

立 木 補 償 
取得する土地に立竹木がある場合に

は、その移転等に通常要する費用を補
償する。 

○ ○ ○ 

動 産 移 転 補 償 
家財道具、店頭商品、事務用備品等

の移転に通常要する費用を補償する。 
（運搬料） 

○ ― ○ 

仮 住 居 補 償 

移転を要する建物の居住者が、建物
移転期間中仮住居を必要とするとき
は、同程度の仮住居の借入に通常要す
る費用を補償する。ただし、借家人補
償の対象となる場合を除く｡ 
（借家のための権利金、家賃等） 

△ ― △ 

借 家 人 補 償 

建物の移転により借家人が、客観的
にみて従来の家主と借家契約を存続す
ることが著しく困難と認められる場合
は、従来と同程度の家屋や部屋を借り
るために通常要する費用を補償する。 
（借家のための権利金、一定期間の家
賃差額等） 

― ― ○ 

営 業 補 償 

店舗や工場等が移転するため一時休
業するときは、通常休業を必要とする
期間中の収益減、固定的経費、従業員
に対する休業手当相当額の補償をす
る。また営業再開後一時的に得意先が
減ると認められるときは、そのために
生じる損失額を補償する。 

○ ― ○ 

家 賃 減 収 補 償 

移転の対象となっている建物を賃貸
している場合は、移転期間中家賃が入
らないため通常生じる損失額を補償す
る。 
（家賃収入相当額から管理費相当額を
控除した額） 

― ○ ― 

移 転 雑 費 補 償 
建物等の移転又は立ちのきに際し、

その移転先を選定し、法令上の手続を
行うため通常要する費用を補償する。 

○ ○ ○ 

（注）１ ○印を付したものが、それぞれ補償の対象となるもの 

２ △印は、その必要があると認められた場合に補償の対象となるもの 
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第５ 土地収用制度 

用地部調整課 

１ 概  要 

 道路・河川・公園等の事業の施行に伴い、 

① 各種調査や折衝の拒否など、事業そのもの

に対する反対 

② 相続の発生、法人の解散など権利者の不明、

権利者の所在や生死の不明及び境界争いなど

の権利内容の不明 

③ 当事者間の借地権割合などの配分協議不調

による権利割合の不明 

④ 土地の価格、物件の移転料その他の補償金

に対する不満 

などの要因により、関係権利者との合意による

用地取得が困難となる場合がある。 

 このような場合、事業の適正な執行を確保し、

公共の利益を実現するため、土地収用制度を適

用している。 

 

２ 土地収用制度の概要 

① 事業認定申請に際して、起業者は事前説明

会を開催し関係権利者等に事業内容について

周知を図ることが義務付けられている。 

② 事業認定等の告示（収用手続が保留されて

いるときは、手続開始の告示）の時点で土地

の価格が固定される。 

③ 権利者に対し、上記告示があったことによ

り発生する権利・義務を周知させるための措

置がとられる。 

④ 土地価格の固定に伴い、土地所有者・借地

人などに、支払請求・裁決申請請求権が発生

する。 

⑤ 起業者は裁決申請を行うことができる。ま

た、起業者、土地所有者、関係権利者は明渡

裁決の申立てを行うことができる。 

⑥ 裁決による明渡期限が過ぎた後、物件の移

転、土地の引渡などの義務が履行されない場

合には、行政代執行法による代執行の手続を

とることができる。 

 具体的な収用手続は、事業認定の告示（都市

計画法で土地収用法が適用される場合を含

む。）から始まり、土地・物件調書の作成、裁

決申請、明渡裁決の申立て、意見書の提出、収

用委員会での審理、裁決等その内容は多岐にわ

たっている。 

 令和５年度の事業施行箇所は、道路324、河川

19、公園45、計388箇所に及び、そのうち、収用

手続が開始（都市計画事業による手続保留がさ

れていないものを含む。）されている箇所は、

241箇所（総事業箇所の約62％）に達している。 

いずれの事業箇所も、できる限り相手方の同

意を得て、任意契約による用地取得に努めてい

るが、前記１①～④等の要因により任意契約に

よる解決が見込めない場合は収用制度を適用し

ている。過去３年間における収用事件取扱件数

は第５・５表（P.144）のとおりである。 

また、令和２年度からの収用手続の開始され

ている箇所は第５・６表（P.144）に示すとおり

である。 

 

３ 代執行の手続 

(1) 代執行の請求 

起業者 → 知事(財務局財産運用部長) 

(2) 戒告書の発送 

知事(財務局財産運用部長) → 移転義務者 

移転義務者に対して物件の移転を履行する

よう、行政代執行法第３条第１項の規定に基

づき戒告する。 

(3) 代執行令書による通知 

知事(財務局財産運用部長) → 移転義務者 

土地収用法第102条の２第２項及び行政代執

行法第３条第２項の規定に基づき、移転すべ

き物件の表示、代執行を行う時期、代執行の

ために派遣する執行責任者、代執行に要する

費用の概算による見積額を移転義務者に通知

する。 

(4) 代執行の実施 

収用地内の建物等移転すべき物件を解体し、

これを収用地外に搬出することをもって、代

執行は終了する。 

  なお、代執行に実際に要した費用は、移転

義務者から徴収する。 
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    (2) 物件移転に対する補償 

項 目      補 償 内 容             
自分の建物に住 

んでいる場合 

建物を賃貸借している場合 

建物所有者 借 家 人 

建 物 移 転 補 償 

取得する土地に建物がある場合に
は、その移転等に通常要する費用を補
償する。 
（構造、経過年数、移転工法等により
算定) 

○ ○ ― 

工作物移転補償 

取得する土地に門、塀、庭石等があ
る場合には、その移転等に通常要する
費用を補償する。 
（撤去、運搬、再設置等の費用） 

○ ○ ○ 

立 木 補 償 
取得する土地に立竹木がある場合に

は、その移転等に通常要する費用を補
償する。 

○ ○ ○ 

動 産 移 転 補 償 
家財道具、店頭商品、事務用備品等

の移転に通常要する費用を補償する。 
（運搬料） 

○ ― ○ 

仮 住 居 補 償 

移転を要する建物の居住者が、建物
移転期間中仮住居を必要とするとき
は、同程度の仮住居の借入に通常要す
る費用を補償する。ただし、借家人補
償の対象となる場合を除く｡ 
（借家のための権利金、家賃等） 

△ ― △ 

借 家 人 補 償 

建物の移転により借家人が、客観的
にみて従来の家主と借家契約を存続す
ることが著しく困難と認められる場合
は、従来と同程度の家屋や部屋を借り
るために通常要する費用を補償する。 
（借家のための権利金、一定期間の家
賃差額等） 

― ― ○ 

営 業 補 償 

店舗や工場等が移転するため一時休
業するときは、通常休業を必要とする
期間中の収益減、固定的経費、従業員
に対する休業手当相当額の補償をす
る。また営業再開後一時的に得意先が
減ると認められるときは、そのために
生じる損失額を補償する。 

○ ― ○ 

家 賃 減 収 補 償 

移転の対象となっている建物を賃貸
している場合は、移転期間中家賃が入
らないため通常生じる損失額を補償す
る。 
（家賃収入相当額から管理費相当額を
控除した額） 

― ○ ― 

移 転 雑 費 補 償 
建物等の移転又は立ちのきに際し、

その移転先を選定し、法令上の手続を
行うため通常要する費用を補償する。 

○ ○ ○ 

（注）１ ○印を付したものが、それぞれ補償の対象となるもの 

２ △印は、その必要があると認められた場合に補償の対象となるもの 
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第５ 土地収用制度 

用地部調整課 

１ 概  要 

 道路・河川・公園等の事業の施行に伴い、 

① 各種調査や折衝の拒否など、事業そのもの

に対する反対 

② 相続の発生、法人の解散など権利者の不明、

権利者の所在や生死の不明及び境界争いなど

の権利内容の不明 

③ 当事者間の借地権割合などの配分協議不調

による権利割合の不明 

④ 土地の価格、物件の移転料その他の補償金

に対する不満 

などの要因により、関係権利者との合意による

用地取得が困難となる場合がある。 

 このような場合、事業の適正な執行を確保し、

公共の利益を実現するため、土地収用制度を適

用している。 

 

２ 土地収用制度の概要 

① 事業認定申請に際して、起業者は事前説明

会を開催し関係権利者等に事業内容について

周知を図ることが義務付けられている。 

② 事業認定等の告示（収用手続が保留されて

いるときは、手続開始の告示）の時点で土地

の価格が固定される。 

③ 権利者に対し、上記告示があったことによ

り発生する権利・義務を周知させるための措

置がとられる。 

④ 土地価格の固定に伴い、土地所有者・借地

人などに、支払請求・裁決申請請求権が発生

する。 

⑤ 起業者は裁決申請を行うことができる。ま

た、起業者、土地所有者、関係権利者は明渡

裁決の申立てを行うことができる。 

⑥ 裁決による明渡期限が過ぎた後、物件の移

転、土地の引渡などの義務が履行されない場

合には、行政代執行法による代執行の手続を

とることができる。 

 具体的な収用手続は、事業認定の告示（都市

計画法で土地収用法が適用される場合を含

む。）から始まり、土地・物件調書の作成、裁

決申請、明渡裁決の申立て、意見書の提出、収

用委員会での審理、裁決等その内容は多岐にわ

たっている。 

 令和５年度の事業施行箇所は、道路324、河川

19、公園45、計388箇所に及び、そのうち、収用

手続が開始（都市計画事業による手続保留がさ

れていないものを含む。）されている箇所は、

241箇所（総事業箇所の約62％）に達している。 

いずれの事業箇所も、できる限り相手方の同

意を得て、任意契約による用地取得に努めてい

るが、前記１①～④等の要因により任意契約に

よる解決が見込めない場合は収用制度を適用し

ている。過去３年間における収用事件取扱件数

は第５・５表（P.144）のとおりである。 

また、令和２年度からの収用手続の開始され

ている箇所は第５・６表（P.144）に示すとおり

である。 

 

３ 代執行の手続 

(1) 代執行の請求 

起業者 → 知事(財務局財産運用部長) 

(2) 戒告書の発送 

知事(財務局財産運用部長) → 移転義務者 

移転義務者に対して物件の移転を履行する

よう、行政代執行法第３条第１項の規定に基

づき戒告する。 

(3) 代執行令書による通知 

知事(財務局財産運用部長) → 移転義務者 

土地収用法第102条の２第２項及び行政代執

行法第３条第２項の規定に基づき、移転すべ

き物件の表示、代執行を行う時期、代執行の

ために派遣する執行責任者、代執行に要する

費用の概算による見積額を移転義務者に通知

する。 

(4) 代執行の実施 

収用地内の建物等移転すべき物件を解体し、

これを収用地外に搬出することをもって、代

執行は終了する。 

  なお、代執行に実際に要した費用は、移転

義務者から徴収する。 
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第５・５表 収用事件取扱状況 

   項目 

 

年度 

収 用 事 件 数 主 な 争 点 の 内 容 
処理件数 

(和解含む) 

新規 継続 合計 
補償金 

不 満 

権利 

配分 

事業 

反対 

多重 

債務 
その他 

令和２ 6 15 21 4 3 2 0 12 4 

令和３ 6 17 23 5 4 2 0 12 2 

令和４ 9 21 30 6 5 2 0 17 4 

令和５ 1 26 27       

注）１ 収用事件数とは、前年度からの継続事件と当該年度の新規事件の合計である。 

２ 「主な争点の内容」欄の「その他」の主なものは、以下の内容である。 

  (1) マンション等の多数当事者 

  (2) 権利者の所在不明 

  (3) 権利者の折衝拒否 

  ３ 令和５年度の新規件数は、令和５年７月末時点の数である。  

 

（参考） 土地収用法第133条に基づく当事者訴訟事件数の推移 

年  度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

訴訟事件数 1 1 1 0 

注）１ 主な争点は補償金不満である。 

  ２ 令和５年度の事件数は、令和５年７月末時点の数である。 

 
第５・６表 収用手続開始状況 

内訳 

 

年度 

新 た な 事 業 認 可 等                継 続 し た 事 業 認 可 等                

計 都市計画法上の 

認 可 ・ 承 認 

土地収用法上の 

事 業 認 定 
手続開始 無保留 

令和２ 8 0 2 215 225 

令和３ 10 0 1 218 229 

令和４ 6 0 3 224 233 

令和５ 

（予定） 
10 1 4 226 241 

（注）１「手続開始」とは、手続保留によって一時停止させていた事業認可等の告示の時に生ずべき効果

の一部を、手続開始の告示の時から発効させ、手続保留をしてきた起業地について、収用手続の

進行を可能にする手続をいう。 

   ２「無保留」とは、事業認可等の申請時に収用の手続保留をせず、事業認可等の告示日から収用手

続の進行が可能なものをいう。 
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第６ 生活再建支援制度 

用地部管理課 

１ 概  要 

用地取得の実施によって、関係権利者は生活環

境の変化や、生活基盤の転換を余儀なくされる場

合が少なくない。 

このような場合、関係権利者が生活再建を図るの

に際して、移転先の土地・建物の取得が難しい、再

建計画に対する資金が不足する、従前のような低家

賃の借家・アパートが少ないなどの課題が生じる。

これらは、用地取得の円滑な推進を阻害する要因と

なっている。 

そこで、権利者の生活再建の自主的努力を、可能

な限り側面から支援するため､「貸付金制度｣､「公

営住宅あっせん制度｣､「代替地制度」を設けている。 

 

２ 貸付金制度 

 関係権利者が、従前の生活基盤の回復を図る場

合に、補償金のみでは資金不足を来すとき、低

利・長期の資金貸付を行うことにより、自主的移

転を支援している。 

なお、貸付決定者は、貸付契約の締結時に１名

以上の連帯保証人をたてることとしている。 

 過去３年間の貸付実績は第５・７表のとおりで

ある。 

第５・７表 貸付金貸付実績 

年度 件数 金額(千円) 

R２ 9 134,200 

R３ 2 32,000 

R４ 1 7,500 

債権現在高（令和５年３月31日現在）906百万円 

(1) 令和５年度貸付金予算額 

264,000千円 

(2) 貸付の対象となる事業 

 東京都知事若しくは東京都が施行又は施行を委

託している公共事業のうち、道路・河川・公園等

の事業。 

(3) 貸付の対象となる者 

 次の要件を全て備えていること。 

 ① 貸付の対象となる事業施行区域内の移転補償

契約の対象者であること。 

 ② 原則として補償契約を締結した日から１年を

経過していないこと。 

 ③ 移転資金の調達が困難と認められること。 

 ④ 貸付金の返済能力が十分であること。  

(4) 貸付額 

 ① 補償金総額（営業補償及び家賃減収補償等を

除く）の２分の１以内で、最高限度額は、3,00

0万円（ただし、担保物件の担保価値の範囲

内）。 

 ② 前記 ①による額が、500万円に満たないとき

は、500万円まで増額できる。 

 ③ 前記 ①、②による貸付金では移転が特に困

難と認められるときに限り、返済能力及び担保

価値の範囲内で、1,000万円まで加算できる。 

④ 借家人等で担保物件を提供できない場合は物

的担保の提供を免除することができ、その場合

は500万円を限度とする。 

(5) 貸付条件 

 ① 利  率：年利0.9％（令和５年度） 

ただし、特定整備路線の整備に伴

い移転等が必要となった方に、貸

し付ける場合は、年利0.05％（令

和５年度） 

 ② 償還期限： ２年間据え置き後、償還能力に応

じ、物的担保がある貸付の場合は

５年・10年・15年・20年、物的担

保の提供を免除した貸付の場合は

５年・10年、各々いずれかで設定 

 ③ 償還方法： 元利均等半年賦償還、若しくは元

利均等月賦償還、又はこれらの併

用による償還 

④ 担  保：土地・建物に第一順位の抵当権及

び火災保険金請求権に第一順位の

質権を設定（物的担保）。連帯保

証人は１名または２名（人的担

保）。 

 (6) 貸付金の徴収 

貸付金の返済は、前記のとおり定められた償

還期限及び償還方法により行われている。 

しかし、社会経済状況の変化（景気低迷、高

齢化等）により、返済が困難となっている者も

いる。 

都は、平成15年度から貸付金の徴収業務を全

国の自治体で初めて、民間の債権回収会社に委

託している。委託では、滞納が高額な者を中心

に、担保物件の任意売却を求める一方、連帯保

証人への催告を強化している。また、任意交渉

では返済が困難な者、資力的に返済が困難な者

については、担保物件に対する競売申立てを実

施している。 
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第５・５表 収用事件取扱状況 

   項目 

 

年度 

収 用 事 件 数 主 な 争 点 の 内 容 
処理件数 

(和解含む) 

新規 継続 合計 
補償金 

不 満 

権利 

配分 

事業 

反対 

多重 

債務 
その他 

令和２ 6 15 21 4 3 2 0 12 4 

令和３ 6 17 23 5 4 2 0 12 2 

令和４ 9 21 30 6 5 2 0 17 4 

令和５ 1 26 27       

注）１ 収用事件数とは、前年度からの継続事件と当該年度の新規事件の合計である。 

２ 「主な争点の内容」欄の「その他」の主なものは、以下の内容である。 

  (1) マンション等の多数当事者 

  (2) 権利者の所在不明 

  (3) 権利者の折衝拒否 

  ３ 令和５年度の新規件数は、令和５年７月末時点の数である。  

 

（参考） 土地収用法第133条に基づく当事者訴訟事件数の推移 

年  度 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 

訴訟事件数 1 1 1 0 

注）１ 主な争点は補償金不満である。 

  ２ 令和５年度の事件数は、令和５年７月末時点の数である。 

 
第５・６表 収用手続開始状況 

内訳 

 

年度 

新 た な 事 業 認 可 等                継 続 し た 事 業 認 可 等                

計 都市計画法上の 

認 可 ・ 承 認 

土地収用法上の 

事 業 認 定 
手続開始 無保留 

令和２ 8 0 2 215 225 

令和３ 10 0 1 218 229 

令和４ 6 0 3 224 233 

令和５ 

（予定） 
10 1 4 226 241 

（注）１「手続開始」とは、手続保留によって一時停止させていた事業認可等の告示の時に生ずべき効果

の一部を、手続開始の告示の時から発効させ、手続保留をしてきた起業地について、収用手続の

進行を可能にする手続をいう。 

   ２「無保留」とは、事業認可等の申請時に収用の手続保留をせず、事業認可等の告示日から収用手

続の進行が可能なものをいう。 
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第６ 生活再建支援制度 

用地部管理課 

１ 概  要 

用地取得の実施によって、関係権利者は生活環

境の変化や、生活基盤の転換を余儀なくされる場

合が少なくない。 

このような場合、関係権利者が生活再建を図るの

に際して、移転先の土地・建物の取得が難しい、再

建計画に対する資金が不足する、従前のような低家

賃の借家・アパートが少ないなどの課題が生じる。

これらは、用地取得の円滑な推進を阻害する要因と

なっている。 

そこで、権利者の生活再建の自主的努力を、可能

な限り側面から支援するため､「貸付金制度｣､「公

営住宅あっせん制度｣､「代替地制度」を設けている。 

 

２ 貸付金制度 

 関係権利者が、従前の生活基盤の回復を図る場

合に、補償金のみでは資金不足を来すとき、低

利・長期の資金貸付を行うことにより、自主的移

転を支援している。 

なお、貸付決定者は、貸付契約の締結時に１名

以上の連帯保証人をたてることとしている。 

 過去３年間の貸付実績は第５・７表のとおりで

ある。 

第５・７表 貸付金貸付実績 

年度 件数 金額(千円) 

R２ 9 134,200 

R３ 2 32,000 

R４ 1 7,500 

債権現在高（令和５年３月31日現在）906百万円 

(1) 令和５年度貸付金予算額 

264,000千円 

(2) 貸付の対象となる事業 

 東京都知事若しくは東京都が施行又は施行を委

託している公共事業のうち、道路・河川・公園等

の事業。 

(3) 貸付の対象となる者 

 次の要件を全て備えていること。 

 ① 貸付の対象となる事業施行区域内の移転補償

契約の対象者であること。 

 ② 原則として補償契約を締結した日から１年を

経過していないこと。 

 ③ 移転資金の調達が困難と認められること。 

 ④ 貸付金の返済能力が十分であること。  

(4) 貸付額 

 ① 補償金総額（営業補償及び家賃減収補償等を

除く）の２分の１以内で、最高限度額は、3,00

0万円（ただし、担保物件の担保価値の範囲

内）。 

 ② 前記 ①による額が、500万円に満たないとき

は、500万円まで増額できる。 

 ③ 前記 ①、②による貸付金では移転が特に困

難と認められるときに限り、返済能力及び担保

価値の範囲内で、1,000万円まで加算できる。 

④ 借家人等で担保物件を提供できない場合は物

的担保の提供を免除することができ、その場合

は500万円を限度とする。 

(5) 貸付条件 

 ① 利  率：年利0.9％（令和５年度） 

ただし、特定整備路線の整備に伴

い移転等が必要となった方に、貸

し付ける場合は、年利0.05％（令

和５年度） 

 ② 償還期限： ２年間据え置き後、償還能力に応

じ、物的担保がある貸付の場合は

５年・10年・15年・20年、物的担

保の提供を免除した貸付の場合は

５年・10年、各々いずれかで設定 

 ③ 償還方法： 元利均等半年賦償還、若しくは元

利均等月賦償還、又はこれらの併

用による償還 

④ 担  保：土地・建物に第一順位の抵当権及

び火災保険金請求権に第一順位の

質権を設定（物的担保）。連帯保

証人は１名または２名（人的担

保）。 

 (6) 貸付金の徴収 

貸付金の返済は、前記のとおり定められた償

還期限及び償還方法により行われている。 

しかし、社会経済状況の変化（景気低迷、高

齢化等）により、返済が困難となっている者も

いる。 

都は、平成15年度から貸付金の徴収業務を全

国の自治体で初めて、民間の債権回収会社に委

託している。委託では、滞納が高額な者を中心

に、担保物件の任意売却を求める一方、連帯保

証人への催告を強化している。また、任意交渉

では返済が困難な者、資力的に返済が困難な者

については、担保物件に対する競売申立てを実

施している。 
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３ 公営住宅あっせん制度 

 移転先の選定が困難である次のような場合、公

営住宅への入居あっせんを行っている。なお、都

営住宅に関しては、入居資格（収入制限）により

比較的所得の低い層が対象となっており、住宅政

策本部から公共事業のための割当てを受けてあっ

せんしている。 

 ① 低家賃の借家・アパートなどの居住者で、家

族数が多く、これに比較して収入が少ない場合 

 ② 高齢者・障害者世帯などで、将来にわたって

収入の増加が見込めず、住居費の負担増に耐え

られない場合 

 ③ 家族数の割に居室が狭いなど、環境の悪いア

パートの居住者が、公共事業による移転を契機

に、より良質な公社住宅等へ入居を希望する場

合 

（公営住宅法・同法施行令・東京都営住宅条例） 

（第５・８表） 
 

第５・８表 公営住宅のあっせん状況 

年度 単身用 世帯用 計 

R２ 27 7 34 

R３ 27 10 37 

R４ 17 5 22 

 

 

 

 

４ 代替地制度 

(1) 予算 

 令和５年度の取得予算（宅地造成費等を含む）

は、10億8,900万円を計上している。なお、過去３

年間の代替地の取得及び売払いの状況は、第５・

９表のとおりである(公共事業の施行に伴う代替地

の売払に関する規則）。 

(2) 取得・売払 

関係権利者が、他へ移転先を求める必要がある

場合、移転先地の取得が困難なことがある。 

そこで、関係権利者が自主的努力を重ねたにも

かかわらず、どうしても移転先地の入手ができな

かった場合に、都が代替地を取得して売払う代替

地提供制度を設けている。代替地に対する要望は、

従来から強く、さらに近年では、将来の生活再建

に不安をもつ関係権利者が多く、要望は一層強く

なってきている。 

平成12年度以降は、原則として売払予定者のあ

る代替地のみを取得することとし、現在保有の代

替地の売払いに努めている。また、公有地や用地

取得に伴い発生する残地をはじめ事業施行地近隣

の土地を積極的に取得するなど、多角的な取組に

より代替地の確保を推進していく。 

なお、上記のような関係権利者とは別に、農地

の所有者等を中心に、生産緑地などの営農を目的

として代替地を要望する声も一部に根強い。これ

らの要望に対しては、三者契約方式により、でき

る限り対応することとしている。 

 

第５・９表 代替地の取得及び売払状況 

区 分 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 

取 得 

（０件       0㎡） 

４件    728.96㎡ 

463,873千円 

（０件       0㎡） 

４件    409.58㎡ 

204,725千円 

（０件       0㎡） 

１件    196.04㎡ 

83,906千円 

売 払 

（１件   360.58㎡） 

５件    427.80㎡ 

       200,202千円 

（１件   230.00㎡） 

４件    538.66㎡ 

       440,553千円 

（１件   357.74㎡） 

３件    146.67㎡ 

        71,782千円 

注１ （ ）は無償による取得又は譲与、所管換で外書きである。 

２ 取得額には管理費（宅地造成費等）は含まない。 
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(3) 一時貸付 

事業用代替地という性格上、事業の関係権利

者から買い受けの申込があれば対応できる状態

でなければならない。しかし、事業執行上及び

財産管理上支障のない代替地については、都有

地利活用の観点から一時貸付を行っている。

（第５・10表） 

第５・10表 事業用代替地の一時貸付収入状況 

区   分 R２年度 R３年度 R４年度 

予算額（歳入） 
千円 

11,639 
千円 

14,526 
千円 

16,602 

決  算  額 
千円 

17,919 
千円 

15,513 
千円 

19,540 

件 数 
件 
15 

件 
20 

件 
13 

面 積 
㎡ 

2,188.02 
㎡ 

1,450.29 
㎡ 

2,520.13 

注１） 面積は延べ面積である。 

 

(4) 不動産情報の提供 

関係権利者の移転先については、土地に加え

て、新築・中古の建物付き物件や賃貸物件の需

要も多い。これらの移転先選定を支援するため、

最新かつ広範な市中の不動産物件情報を業者と

の契約によりオンラインで都が入手し、関係人

に提供する情報サービスも実施している。 
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３ 公営住宅あっせん制度 

 移転先の選定が困難である次のような場合、公

営住宅への入居あっせんを行っている。なお、都

営住宅に関しては、入居資格（収入制限）により

比較的所得の低い層が対象となっており、住宅政

策本部から公共事業のための割当てを受けてあっ

せんしている。 

 ① 低家賃の借家・アパートなどの居住者で、家

族数が多く、これに比較して収入が少ない場合 

 ② 高齢者・障害者世帯などで、将来にわたって

収入の増加が見込めず、住居費の負担増に耐え

られない場合 

 ③ 家族数の割に居室が狭いなど、環境の悪いア

パートの居住者が、公共事業による移転を契機

に、より良質な公社住宅等へ入居を希望する場

合 

（公営住宅法・同法施行令・東京都営住宅条例） 

（第５・８表） 
 

第５・８表 公営住宅のあっせん状況 

年度 単身用 世帯用 計 

R２ 27 7 34 

R３ 27 10 37 

R４ 17 5 22 

 

 

 

 

４ 代替地制度 

(1) 予算 

 令和５年度の取得予算（宅地造成費等を含む）

は、10億8,900万円を計上している。なお、過去３

年間の代替地の取得及び売払いの状況は、第５・

９表のとおりである(公共事業の施行に伴う代替地

の売払に関する規則）。 

(2) 取得・売払 

関係権利者が、他へ移転先を求める必要がある

場合、移転先地の取得が困難なことがある。 

そこで、関係権利者が自主的努力を重ねたにも

かかわらず、どうしても移転先地の入手ができな

かった場合に、都が代替地を取得して売払う代替

地提供制度を設けている。代替地に対する要望は、

従来から強く、さらに近年では、将来の生活再建

に不安をもつ関係権利者が多く、要望は一層強く

なってきている。 

平成12年度以降は、原則として売払予定者のあ

る代替地のみを取得することとし、現在保有の代

替地の売払いに努めている。また、公有地や用地

取得に伴い発生する残地をはじめ事業施行地近隣

の土地を積極的に取得するなど、多角的な取組に

より代替地の確保を推進していく。 

なお、上記のような関係権利者とは別に、農地

の所有者等を中心に、生産緑地などの営農を目的

として代替地を要望する声も一部に根強い。これ

らの要望に対しては、三者契約方式により、でき

る限り対応することとしている。 

 

第５・９表 代替地の取得及び売払状況 

区 分 令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 令 和 ４ 年 度 

取 得 

（０件       0㎡） 

４件    728.96㎡ 

463,873千円 

（０件       0㎡） 

４件    409.58㎡ 

204,725千円 

（０件       0㎡） 

１件    196.04㎡ 

83,906千円 

売 払 

（１件   360.58㎡） 

５件    427.80㎡ 

       200,202千円 

（１件   230.00㎡） 

４件    538.66㎡ 

       440,553千円 

（１件   357.74㎡） 

３件    146.67㎡ 

        71,782千円 

注１ （ ）は無償による取得又は譲与、所管換で外書きである。 

２ 取得額には管理費（宅地造成費等）は含まない。 
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(3) 一時貸付 

事業用代替地という性格上、事業の関係権利

者から買い受けの申込があれば対応できる状態

でなければならない。しかし、事業執行上及び

財産管理上支障のない代替地については、都有

地利活用の観点から一時貸付を行っている。

（第５・10表） 

第５・10表 事業用代替地の一時貸付収入状況 

区   分 R２年度 R３年度 R４年度 

予算額（歳入） 
千円 

11,639 
千円 

14,526 
千円 

16,602 

決  算  額 
千円 

17,919 
千円 

15,513 
千円 

19,540 

件 数 
件 
15 

件 
20 

件 
13 

面 積 
㎡ 

2,188.02 
㎡ 

1,450.29 
㎡ 

2,520.13 

注１） 面積は延べ面積である。 

 

(4) 不動産情報の提供 

関係権利者の移転先については、土地に加え

て、新築・中古の建物付き物件や賃貸物件の需

要も多い。これらの移転先選定を支援するため、

最新かつ広範な市中の不動産物件情報を業者と

の契約によりオンラインで都が入手し、関係人

に提供する情報サービスも実施している。 
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